
経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 条 文 

○ 経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査 規 則 （ 平 成 二 十 年 総 務 省 令 第 百 二 十 五 号 ） 抄                      （ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ） 

 

改    正    案 現        行 

（ 調 査 日 ） （ 調 査 日 ） 

第 四 条 経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査 は 、 平 成 二 十 六 年 七 月 一 日 （ 以 下 「 調 査

日 」 と い う 。 ） 現 在 に よ っ て 行 う 。 

第 四 条 経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査 は 、 平 成 二 十 一 年 七 月 一 日 （ 以 下 「 調 査

日 」 と い う 。 ） 現 在 に よ っ て 行 う 。 

  

（ 名 簿 等 の 作 成 ）  

第 十 一 条 総 務 大 臣 は 、 経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査 に お い て 正 確 か つ 円 滑 に

調 査 票 の 配 布 又 は 送 付 を 行 う た め 、 経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査 に 先 立 っ て 、

法 第 二 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 事 業 所 母 集 団 デ ー タ ベ ー ス に 記 録 さ れ

て い る 情 報 に 基 づ い て 調 査 事 業 所 に 関 す る 経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査 事 前

名 簿 （ 以 下 「 事 前 名 簿 」 と い う 。 ） を 作 成 す る と と も に 企 業 の 本 所 と な

る 調 査 事 業 所 に 企 業 構 造 の 事 前 把 握 確 認 票 を 送 付 し 、 記 入 を 求 め 、 回 収

し 、 並 び に 事 前 名 簿 及 び 企 業 構 造 の 事 前 把 握 確 認 票 に 基 づ い て 調 査 事 業

所 に 関 す る 経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査 調 査 用 名 簿 を 作 成 す る も の と す る 。 

（ 新 設 ） 

  

（ 調 査 の 方 法 及 び 期 間 ） （ 調 査 の 方 法 及 び 期 間 ） 

第 十 二 条  第 八 条 第 二 項 各 号 （ 同 項 第 三 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 調 査 事 業

所 に 係 る 甲 調 査 は 、 同 項 第 一 号 、 第 二 号 、 第 四 号 及 び 第 七 号 に 掲 げ る 調

査 事 業 所 に あ っ て は 調 査 員 （ 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 調 査 員 の 事 務 の 一

部 を 行 う 指 導 員 を 含 む 。 以 下 こ の 項 、 第 三 項 及 び 第 十 四 条 第 三 項 に お

い て 同 じ 。 ） が 調 査 票 を 担 当 調 査 区 内 の 第 八 条 第 二 項 第 一 号 、 第 二 号 、

第 四 号 又 は 第 七 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 を 有 す る 会 社 、 会 社 以 外 の 法 人 又

第 十 一 条  第 八 条 第 二 項 各 号 （ 同 項 第 三 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 調 査 事 業

所 に 係 る 甲 調 査 は 、 同 項 第 一 号 、 第 二 号 、 第 四 号 及 び 第 七 号 に 掲 げ る 調

査 事 業 所 に あ っ て は 調 査 員 （ 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 調 査 員 の 事 務 の 一

部 を 行 う 指 導 員 を 含 む 。 以 下 こ の 項 、 第 三 項 及 び 第 十 三 条 第 三 項 に お

い て 同 じ 。 ） が 調 査 票 を 担 当 調 査 区 内 の 第 八 条 第 二 項 第 一 号 、 第 二 号 、

第 四 号 又 は 第 七 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 を 有 す る 会 社 、 会 社 以 外 の 法 人 又



は 事 業 を 経 営 す る 個 人 の 本 所 と な る 調 査 事 業 所 ご と に 、 同 項 第 五 号 及 び

第 六 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 に あ っ て は 調 査 員 が 調 査 票 を 担 当 調 査 区 内

の 調 査 事 業 所 ご と に 配 布 し 、 及 び 取 集 す る こ と に よ り 行 う 。 

は 事 業 を 経 営 す る 個 人 の 本 所 と な る 調 査 事 業 所 ご と に 、 同 項 第 五 号 及 び

第 六 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 に あ っ て は 調 査 員 が 調 査 票 を 担 当 調 査 区 内

の 調 査 事 業 所 ご と に 配 布 し 、 及 び 取 集 す る こ と に よ り 行 う 。 
２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 同 上 ） 

５ 前 各 項 の 規 定 に よ る 甲 調 査 及 び 乙 調 査 は 、 平 成 二 十 六 年 六 月 九 日

か ら 翌 月 二 十 八 日 ま で の 間 に お い て 行 う 。 

５ 前 各 項 の 規 定 に よ る 甲 調 査 及 び 乙 調 査 は 、 平 成 二 十 一 年 六 月 十 七 日

か ら 翌 月 二 十 八 日 ま で の 間 に お い て 行 う 。 

  

（ 期 間 の 変 更 ） （ 期 間 の 変 更 ） 

第 十 三 条  （ 略 ） 第 十 二 条  （ 同 上 ） 

  

（ 報 告 の 義 務 及 び 方 法 ） （ 報 告 の 義 務 及 び 方 法 ） 

第 十 四 条  経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査 に 当 た っ て は 、 第 七 条 第 一 項 各 号 に 掲

げ る 事 項 の う ち 、 甲 調 査 又 は 乙 調 査 の そ れ ぞ れ の 調 査 に 係 る 事 項 （ 第 十

二 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 行 う 甲 調 査 に あ っ て は 、 第 七 条 第 一 項 第 一 号

イ 及 び ロ 並 び に 同 項 第 二 号 ワ 及 び カ に 掲 げ る 事 項 に 限 る 。 ） に つ い て 、

調 査 事 業 所 の 事 業 主 （ 当 該 調 査 事 業 所 の 事 業 を 管 理 す る 者 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） が 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 八 条 第 二 項 第 一 号 、 第

二 号 、 第 四 号 及 び 第 七 号 並 び に 第 十 二 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 調 査 事 業

所 に あ っ て は 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 行 う 甲 調 査 を 除 き 、 当 該 調 査 事

業 所 を 有 す る 独 立 行 政 法 人 、 国 立 大 学 法 人 、 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 、 地

方 独 立 行 政 法 人 、 会 社 、 会 社 以 外 の 法 人 又 は 事 業 を 経 営 す る 個 人 の 本 所

と な る 調 査 事 業 所 の 事 業 主 が 当 該 調 査 事 業 所 を 有 す る 独 立 行 政 法 人 、 国

立 大 学 法 人 、 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 、 地 方 独 立 行 政 法 人 、 会 社 、 会 社 以

外 の 法 人 又 は 事 業 を 経 営 す る 個 人 の 調 査 事 業 所 の 甲 調 査 の 調 査 に 係 る

事 項 に つ い て 、 一 括 し て 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

第 十 三 条  経 済 セ ン サ ス 基 礎 調 査 に 当 た っ て は 、 第 七 条 第 一 項 各 号 に 掲

げ る 事 項 の う ち 、 甲 調 査 又 は 乙 調 査 の そ れ ぞ れ の 調 査 に 係 る 事 項 （ 第 十

一 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 行 う 甲 調 査 に あ っ て は 、 第 七 条 第 一 項 第 一 号

イ 及 び ロ 並 び に 同 項 第 二 号 ワ 及 び カ に 掲 げ る 事 項 に 限 る 。 ） に つ い て 、

調 査 事 業 所 の 事 業 主 （ 当 該 調 査 事 業 所 の 事 業 を 管 理 す る 者 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） が 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 八 条 第 二 項 第 一 号 、 第

二 号 、 第 四 号 及 び 第 七 号 並 び に 第 十 一 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 調 査 事 業

所 に あ っ て は 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 行 う 甲 調 査 を 除 き 、 当 該 調 査 事

業 所 を 有 す る 独 立 行 政 法 人 、 国 立 大 学 法 人 、 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 、 地

方 独 立 行 政 法 人 、 会 社 、 会 社 以 外 の 法 人 又 は 事 業 を 経 営 す る 個 人 の 本 所

と な る 調 査 事 業 所 の 事 業 主 が 当 該 調 査 事 業 所 を 有 す る 独 立 行 政 法 人 、 国

立 大 学 法 人 、 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 、 地 方 独 立 行 政 法 人 、 会 社 、 会 社 以

外 の 法 人 又 は 事 業 を 経 営 す る 個 人 の 調 査 事 業 所 の 甲 調 査 の 調 査 に 係 る

事 項 に つ い て 、 一 括 し て 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

２ （ 略 ） ２ （ 同 上 ） 



３ 前 二 項 の 報 告 は 、 第 八 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 に 係 る 甲 調

査 の 場 合 に は 調 査 票 に 記 入 し 、 当 該 調 査 票 の 取 集 に 応 じ 、 及 び 調 査 員

の 質 問 に 答 え る こ と に よ り 行 い 、 第 十 二 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 調 査 事

業 所 に 係 る 甲 調 査 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 行 う 甲 調 査 を 除 く 。 ） 及

び 乙 調 査 の 場 合 に は 調 査 票 に 記 入 し 、 及 び 当 該 調 査 票 を 次 の 各 号 に 掲

げ る 調 査 事 業 所 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 者 に 提 出 す る こ と に よ

り 行 う も の と す る 。 

３ 前 二 項 の 報 告 は 、 第 八 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 に 係 る 甲 調

査 の 場 合 に は 調 査 票 に 記 入 し 、 当 該 調 査 票 の 取 集 に 応 じ 、 及 び 調 査 員

の 質 問 に 答 え る こ と に よ り 行 い 、 第 十 一 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 調 査 事

業 所 に 係 る 甲 調 査 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 行 う 甲 調 査 を 除 く 。 ） 及

び 乙 調 査 の 場 合 に は 調 査 票 に 記 入 し 、 及 び 当 該 調 査 票 を 次 の 各 号 に 掲

げ る 調 査 事 業 所 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 者 に 提 出 す る こ と に よ

り 行 う も の と す る 。 

一 第 十 二 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 及 び 市 町 村 の 調 査 事 業

所 市 町 村 長 

一 第 十 一 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 及 び 市 町 村 の 調 査 事 業

所 市 町 村 長 

二 第 十 二 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 及 び 都 道 府 県 の 調 査 事

業 所 都 道 府 県 知 事 

二 第 十 一 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 及 び 都 道 府 県 の 調 査 事

業 所 都 道 府 県 知 事 

三 第 十 二 条 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 及 び 国 の 調 査 事 業 所 

総 務 大 臣 

三 第 十 一 条 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 調 査 事 業 所 及 び 国 の 調 査 事 業 所  

総 務 大 臣 

  

（ 調 査 票 等 の 提 出 等 ） （ 調 査 票 等 の 提 出 等 ） 

第 十 五 条  （ 略 ） 第 十 四 条  （ 同 上 ） 

  

（ 結 果 の 公 表 等 ） （ 結 果 の 公 表 等 ） 

第 十 六 条  （ 略 ） 第 十 五 条  （ 同 上 ） 

  

（ 事 業 所 及 び 企 業 の 名 簿 の 作 成 ） （ 事 業 所 及 び 企 業 の 名 簿 の 作 成 ） 

第 十 七 条  （ 略 ） 第 十 六 条  （ 同 上 ） 

  

（ 調 査 区 の 管 理 ） （ 調 査 区 の 管 理 ） 

第 十 八 条  （ 略 ） 第 十 七 条  （ 同 上 ） 

  



（ 調 査 票 等 の 保 存 ） （ 調 査 票 等 の 保 存 ） 

第 十 九 条  （ 略 ） 第 十 八 条  （ 同 上 ） 

 


